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年頭にあたって

北海道知事 横 路 孝 弘

道民の皆さん~ 明けましておめでとうございます。

新しい年が希望に満ちたよりよい年でありますよう心からお祈り申し上げます。

いま、 道内の各地では、 恵まれた自然条件を生かした個性的で新しいライフスタイルの

確立を目指した取り組みが進められています。安定した経済 ･社会基盤の上で、 自然や環

境を大切にし~ ゆとりある生活を送り、そして国際社会に貢献していくことが私たちの大

きな願いです。

こうした中で、 北海道の産業も年ごとに力強さを見せていますが、 さらに長期的に発展

していくためには、 厚みと広がりのある産業構造をつくりあげることが必要であり、 その

ためには~ 技術力を一層高めることが大切になってきています。

道内では~ 道産米 ｢きらら 3 9 7 ｣ につづき ｢ほのか 2 2 4 ｣ が商品化されたほか、道

産カラマツ材などの高次加工、 あるいはウニやホタテなどの育てる漁業の推進など生産技

術力の向上への取り組みが活発化しています。また、地場企業が、独自に新技術の導入や

新たな製品の開発などに積極的に取り組んでおり、 こうした動きを心強く思っています。

世界はいま、歴史的な転換期の中にあります。 この変化の時代こそ、 私たち自身が新た

な発想と行動力で新時代を切り開く絶好の機会です。

北海道はこれまでも、 北方圏諸国の地域との間で、経済~ 文化~ 医療など、 さまざまな

交流を深めて参りました。 こうした国際交流は、 活力に満ちた産業活動や個性ある地域づ

くりに大きな力となるものでしょう。 海外と直接結ぶ航空路も相次いで開設され、今年の

7 月には~ いよいよ新ターミナルビルが完成するなど新千歳空港の国際化とともに国際エ

アカーゴ基地構想も大きく前進しています。
昨年11月、 私は北方領土問題の理解を得るため、使節団の団長としてモスクワなどを訪

問し、 ロシア共和国首脳などと意見を交換しました。 この訪問を通じて、 両国間~ 特にソ

連極東地方とよりよい関係をつくりあげるとともに、 一層の対話を深めなければならない

ことを痛感 しました。 今後は北方領土問題についてサハリ ン州住民とのシンポジウムを開

催するなど、 一歩踏み込んだ交流を進め、 北方領土問題解決のため努力して参りたいと考

えております。

今年は、 ｢国際宇宙年｣ です。 年内には、 北海道出身の毛利衛さんが日本人として初め

てスペースシャトルに搭乗します。 21世紀に向け、 私たちも宇宙への夢をおおいに語り合

える年にしたいと思いま す。

この素晴らしい北の大地 ･北海道で、 人間が自然とともに豊かに生活できるそんな地域

社会づくりに向け、国際的な視野を持って、みんなで知恵と力を出し合い、頑張りましょ

　　

●
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年頭のごあいさつ

会 長 日向寺 正 幸

1992 年の新春を迎えるに当たり、会員の皆様に

謹んでごあいさつを申しあげます。会員の皆様に

は、 常日頃から本会の運営につきまして、 深いご

理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。お蔭

様で会務も順調に進んでおり、 役員一同、 今年も

気持を新たにして本会の更なる発展充実のために

取組んで参る所存でありますので、何卒よろしく

ご指導ご鞭撻のほどを御願い申しあげる次第であ

ります。
さて~ 私共現執行部は、 昨年 5月の定時総会に

おいて改選されましたが、 会長、 副会長ならびに

常任理事は全員前年に引き続き再選され、また大

方の理事も再選されましたので、過去の経験を生

かすとともに、マンネリ化におちいらないよう、 つね

に初心にかえり時代の変化を見据えながら、これに誤

りなく対応することを心掛けて会務に当たって参

りました。 ご承知のとおり、 当面、 私共行政書士

にとって極めて重要な課題として、第 3次行革審

で取りあげている行政手続法制定の問題がありま

す。 このことについては、 米倉副会長が触れられ

ることと思いますが、 日行連において ｢行政手続

法調査研究特別委員会｣ が設置され~ 本会から米

倉副会長が委員として参画しており、更に本会と

しても ｢行政手続法調査研究委員会｣ を設置し、
米倉副会長ほか札幌支部から委員をお願いして、
日行連と連動しながら精力的に北海道独自の調査

研究活動を展開し、 昨年 9月に他会に先駆けて日

行連に意見書を提出しました。委員各位の献身的

な努力に敬意を表する次第であります。 目行連に

おいては、 この意見書を基に検討し~ ロイテ連とし

ての意見書を10月 2 日付で総務庁に提出しており

ます。 このことは行政書士にとって一大エポック --- -,一--- ---一 炊 --- ------ -- --- -------
J

メーキングとなる出来事であります。 今後も更に

このことについて研修会等を通じ、会員皆様のご

理解ご認識を深めて戴き、 所期の目的を果したい

と考えているところであります。また懸案の行政

で目下制度の抜本的な検討を進めており、 法改正

プロジェクト並びに法規部において継続的に具体

的な問題の取組みをしている状況にあります。 こ

うした流れの中で行政書士会を取り巻く環境は依

然として厳 しいものがあります。

愈々私共行政書士にとって、 個々人の知性は勿

論、 組識の知性を求められる時代になってきたこ

とを痛感させられます。今こそ国民の信託に応え

られるよう会員皆様共々英知を結集し、 行政書士

制度の発展充実のために頑張る決意を新たにする

ものであります。 年頭に当たり所懐の一端を述べ、
会員皆様方のご多幸を心よりお祈り申し上げ、 ご

あいさつといたします。

●
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年 頭 所 感
副会長 後 寧 邦 彰 蓼

1992年の新春を迎えるにあたり、北海道行政書

士会会員の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げ

ます。

ロ頃から北海道行政書士会の運営につきまして

会員の皆様方には深いご理解とご協力いただき誠

に有難うございます。紙面を借りまして厚く御礼

申し上げます。
さて、 私は、 昨年の本総会において再度総務担

当の副会長という重責を担う事になり、微力では

ありますがその職を全うすべく邁進致しておりま

す。

又、 今年度の日行連総会において本会の日向寺

会長が臼行連副会長の要職に選任され、 北海道の

認識が一段と高められる事になりました。私も企

画開発部長と組織運営等検討委員会の副委員長の

大役をおおせつかり、 試行錯誤のなか担当副会長

と担当職員のご指導、 ご協力をいただき全国研修

会 ･ V A N 研修会そして今年 2月20日大阪で行う

シンポ ジウムを成功させるべく邁進致 しておりま

●

ずし、 90年から新規事業の付加価値通信網V A N

の対応についても現在22の単会が加入をされまし

た。 これからは~ より大きくするために、 新年度

計画と致しまして加入単会の会員まで参加出来る

ように検討致 しておりますので、 その時には~ 多

数の会員が参加されますよう今からお願い致しま

す。

一昨年、 出入国管理及び難民認定法施行規則の

一部改正で申請取次行政書士制度が誕生しました。
これに対して本会はベテラン理事の柴田先生が北

海道の第 1号として一昨年登録され~ 昨年は大阪

会会長であり申請取次行政書士委員長塩野先生の

研修を受け独自にこの仕事に対応していた 3名が

日行連から推せんされ、 法務省に申請中です。 こ

の様に法又は規則が改正される度に新たな制度が

でき、仕事が創出されます。

今後も会員の手足となって職域の確保に努めた

いと思います。

●

会員の権利義務履行の年としよう

1992年の新年を迎えるにあたり、会員の皆様に

は益々ご清栄のこととお慶び申し上げ、 あらため

て新年おめでとうございますと~ 申し上げます。

日頃は北海道行政書士会の会務執行運営につき、
よりよきご理解とご協力を賜りお陰様で会務も順

調に推移いたしてまいりましたことに対し厚く感

謝申し上げます。 近年の社会諸情勢の厳しいさま

がわりのなか、 昨年も又全世界のほとんどの国で

と言ってよいほど大変革の起こった年でございま

した。 そしてリメ ンバーパールハーバー50周年で

締めくくられた年といっても過言ではないでしょ

　　 　　 　 　　
う~ と同時に人類社会の大いなる反省の年ではな

かったのかと思われます。 昨年のご挨拶の中でも

ふれましたように、 残された今世紀も光陰矢の如

く、 私たちの信念を強くもたなかったら~ 本当に

｢あっ｣ というまのような急転直下の事態をまの

あたりに体験いたしましょう。 幸いに昨年は、 平

穏無事にすごせましたが~ 深く反省してみなけれ

ばならないことは多々ありました。

さて今年は、 会員権利義務の履行の年として参

りたいと決意を新たにしております。 会の財政状

況も決して楽な状況ではございません。 ｢滞納会
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費漸増による会務執行の影響｣~ この問題を解決

しなければなりません。必ず近く会費値上げの問

題もおきかねない状況にあります。会費納入の義

務を着実に守っていただきますようご協力の程お

願い申し上げます。 毎年のことながら、 増大する

予算の中各部門に対し今年はマイナスシーリング

で望んで頂きたいことを希望致します。
私の担当しております車庫証明特別委員会の問

題でございますが、 やはり中央の諸情勢も意の如

くならず、 又昨年 7月の新車庫法改正施行による

諸問題解決のため監督官庁との話し合いも意のご

とくならす遅々としている状況でございますが、
解決に向かい今期も強く継続して参ります。 今年

1月 11、 12月~ 日行連におきまして車庫対実務者

協議会も実施されますので前進的な結果を期待す

るところであります。来るべき全道実務者担当者

会議におきましては、皆様からよせられておりま

すネットワーク構築のための、 名簿の作成も鋭意

すすめているところでございます。 いずれにして

も法改正をはじめとする次なる諸法案の改正問題

も山積するなか、 ロイテ連の活発なる行動を期待申

し上げるところでありまず。

会員各位におかれましても、 建設的ご意見をご

期待申し上げ、 皆様がたの益々の発展をご祈念申

し上げ年頭の言葉と致します。

衛鞠書丑の課題
副会長 米 倉 博物
述べてみます。

1、行政書士制度の見直し。 2 ~ 内部規律の見

直し。 3、 会員の質的向上。 4、 行政書士の社会

における地位と評価の向上。 この4 点を中心に各

々の具体的な事業活動をどのような方法で進める

べきであるか、 ということであります。 いうまで

もなく、 どの項目をとっても ｢行うが難し｣ と考

えられるものばかりではあります。 しかし、 これ

らの問題を放置して何ら目標もなく、ただ漠然と

成り行きに従って組織を運営することは烏合の衆

と指摘されても甘んじなければならないのではな

いかと考えるところであります。 勿論これらの問

題を容易に解決することはできないとしても目標

だけは忘れてはならないし、 常にその方向にそっ

た活動をどのように進めなければならないのか意

識 していなければならないと思います。 これは、

特定の会員 (執行部) はもちろんであるが、 会員

全体の意識の問題でもある。 ｢三本の矢の原理｣

を引合いにだすまでもないことではあるが、 会員

の団結が難題を解決できるか否かのカギであると

いえる。 小異を捨て、 個人の感情を抑え、 更に組

織人として個別欲を満足させる行動を控えて目標

明けましておめでとうございます。
会員の皆様には~ 1992 年の新春を迎えられまし

たこと、 お慶び申し上げます。
毎年、 年頭にあたって会員の皆様にごあいさつ

申し上げるとき、過ぎ去った 1年において、 充実

した仕事ができた日が果たしてあったであろうか

反省してみると~ 残念ながら数えるほどしかなか

ったこと 虹情けなさを感じるところであります。

た しかに~世間はせわしく、そのせわしさについ

て行くのが精一杯というところであり~ マイペー

スで事に当たるなど到底無理な状況がいまの社会

といって も過言ではないように思うのです。

だからこそ~ じっくり取り組める課題が必要な

のではないか、 ともいえる。 しかし、 その課題を

見出すことすらままならぬ、 といったところでし

ょうか。

翻って、 本会の組織運営にあたる一員として行

政書士の目指すべき課題はなにかを考えるとき、
私にとってあまりにも荷の重い課題のような気が

します。 それは、不勉強に加え能力の問題、そし

て、 その課題の大きさをあげることができます。
そこで~ その目指すべき課題とは何かについて

●
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とする標的に向かって意義ある議論を積み重ねる

必要が今こそあるのではないでしょうか。

そ こ で ~ 議論の対象とすべく前述の 4本柱の内

容は、 紙面の関係上詳細に説明することはできな

いが、 要旨は次の如くであります。

1 行政書士制度の見直しとは、 行政書士法の改

正であります。現行の書士法は、 全体として単

なる代筆業の域を越えた構成とはなっていない。

従って、実態に即した法律事務を取扱う資格業

としての法律構成が必要であると考えます。

2. 内部規律の見直しとは~ いうまでもなく会そ

のものの会則等の改正であります。 特に、 この

改正は会員の品位、 資格者としての自覚と行動

規律を中心に改正すべきものであります。

3, 会員の質的向上は~ 法律事務を取扱う者とし

◆

て ~ それに相応しい能力を備えるための施策を

どのようにシステム化するかということであり

ます。

4. 行政書士の社会における地位と評価の向上と

は ~ 依頼者、 他の資格業、 行政庁~ これら各々

の間の関係において、 行政書士ほどのような位

置を占め評価されるべきか、即ち、 社会に必要

とされる資格業としての評価に耐えうる行政書

士像の形成であります。

以上の成就は~ 我々書士自身のためばかりでは

なく社会に貢献する資格業としての使命でなけれ

ばならないと思います。

おわりに、 会員各位の燃えるような情熱と建設

的など意見を希望して年頭のあいさつといたしま

す。

年 顫 の 悪 い

新年あげましておめでとうございます。 会員の

皆様にはご家族共々お健やかに新たらしき歳をお

迎えになられたことと、 心からお慶び中し上げま

す。

昨年は過去の世界史にも見られなかったソ連社

会主義体制の瞬時にして怒涛のような崩壊を初め

としたユーゴの内戦等、 唯々驚きの連続でありま

した。 また国内的にはバブル経済に見られるよう

にザ ･ヤクザと手を組んで金融、 証券等の一連の

不祥事件は、 臼本経済のあり方、 就く、 企業倫理

と社会的責任をこれほど問われた時もないでしょ

う。且ての経済成長優先、 利益第一主義は国内だ

けではなく、 米国を初め各国でのゴルフ場、 オフ

ィス ビル、 個人住宅に至るまで買いあさりに及ん

では、 いかに金余りとはいえ、 吾々貧乏人には想

像もつかない、 あまりにも節操のない話しである。

困る程~ 金が余っているのであれば、 自分では努

力をしようが生きる糧にも恵まれず、路頭に迷う

多くの方々に支援を差し伸べてくれないだろうか~

と思うのは私 l 人ではないでしょう。

●

　　　 　 　 　　
しかし吾々は今の日本の良き時代に生まれ育ち

つくづく幸せだと思う。 静かに迎える正月のおと

そを頂き家族団樂、 無上の幸せといえるのではな

いだろうか。 望めば真冬でも古びた温泉宿でもス

イカ、 トマトが喰べられるが反面、 季節感が薄れ、

そういった意味では脆弱な時代かも知れない。

振り返って昔が行政書士会も組織として、 時代

に適応した秩序、 品格ある組織を構築する時に来

ているのではなかろうかと考えられる。 日々に変

わりゆく社会の実情とそれから生ずる会務の諸問

題に対 して、 総務部として、 あるいは執行部の }

員として、 どう対応すべきか、 一に状況による･…

……で良いのだろうか、 つくづく考えさせられる

正月である。

皆さん、今年も元気で頑張りましょう。
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年頭のごあいさつ
輻讓 本 間 秋 光蓼
域の拡大が感じられ、 又着手行政書士の積極的な

開業の兆候も見られ、 ひと昔前の書士業界のイメ

ージが変化して来たように思われます。 こういう

機会に一層業界を発展させ行政書士業が専門業と

して、 多くの書士が経済の自立発展させて行く為

に北海道会の果たす役割の重大さを感じさせられ

ます。昨年は北海道会からも日向寺会長、 後平副

会長、 米倉副会長がそれぞれ日行運の副会長、 又

理事や重要な委員会のメンバーとして執行部に参

画されたことも業界のマクロの面で大きな期待を

いたしたいと存じます。

経理部会としても財政はほぼ安定を維持してお

りますが、より ｢健全財政の確保｣ の為、ともすれ

ば取り扱いが緩慢になりやすい "長期滞納整理“

に引き続き力を入れて参りたいと存じます。 どう

か本年も昨年同様変わらぬご支援ご協力をお願い

申しあげまして年頭のご挨拶といたします。

会員の皆様~ あげましておめでとうございます。

ご健勝にて新春をお迎えになられたことと拝察し、
心からお慶び申し上げます。 近年世界の政治経済

は激震が続いております。 …昨年のドイツ ｢ベル

リンの壁｣ は崩壊したが秩序はいまだ回復せず、
中東の湾岸戦争は終結すれども中東諸国の秩序回

復もほど遠く、 追い打ちをかけた様にソビエト連

邦の解体、 そして東欧諸国と併せて経済危機の問

題、 フイリッピンの火山の大噴火、 環境破壊問題

等地球全体に大きな変革の時期の到来、 そんな実

感を肌で感じた 1 年でございま した。 1992 年の世

界経済は全体としてゼロ成長とみる専門家も多く、
しかし、 そう言う状況の中で今年の経済はアジア

の時代とも言われ N I E Sの台湾~ 韓国等は高成

長が期待されております。 とりわけ今日本国の世

界に果たす役割の重要性を痛感いたします。
私達行政書士をとりまく環境は依然として厳し

いものがあると思いますが、 徐々にではあるが業

竪 1 いま、何 が問題 なの か

会員の皆様、新年明けましておめでとうござい

ます。 私共執行部も、 現体制で、 3期 6年目を迎

えようとしております。 役員の方々も事務局の職

員も、 優秀なベテラン揃いで、 また各支部長さん

も、 支部運営の練達者、 全く申し分のない行政書

士会の組織スタッフです。 ですけれど、 いまひと

つ事業に生彩がありません。全道 1,500余名の大

世帯、 大きな事業団体にしては、 やっている事業

に活気がありません。 執行部にいて、 しみじみそ

う思いますので、 会員の皆様も、 変わり映えのな

いマ ンネリ会務運営だと感じていることでしょう。

その大きな原因は、 資金不足です。長い間、 会費

の値上げもしないままで、 引っ張っていますので、

事業にまわす財源は年々厳しく、 いまのままでは

次年度も今までと同じ事業を実施するだけが精一

ぽいで、新規事業は全く不可能となっています。
どうしてこうなっているのか、ひとつの理由に、

会費の滞納があると考えられます。年度始めの、
前年度以前の繰越滞納額約 1,000万円、 年度中期

の過年度滞納額約 500万円、 回収不能欠損処理と

予定額約 100万円程が、 慢性的に続いております。
このような資金が事業に利用できたなら、 会の活

性化に、会員の業務開発に、 どんなに役立つ事だ

ろうかと~ 考えこんでしまいす。 年頭のおめでた

●

●
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いときに当たって愚痴をこぼすようで悪綱ですが、 しいものと思います。

このような問題を会員の皆様もいろいろな機会に では新年も皆様にとって、飛躍発展の年となり

議論し合って、解消あるいは僅少にするように、 ますように御努力を期待しております。
対策なり入会時のチェックなど、方向を定めてほ

年頭のごあいさつ

●

新年明けましておめでとうございます。会員の

皆様の御繁栄と御健勝を心からお祈り申し上げま

す。

昨年の定時総会及びその後の理事会において、
3期目の業務研修部長に選任されました。業務研

修部の業務活動は奥行が深く職責の重さを痛感し

ております。 幸い、部員の方が経験豊富な優秀な

先生で構成されていることから業務の推進が円滑

化し、 大変感謝している次第でございます。
さて、 行政書士の業務内容は広範多岐に亘り、

これは約 3,500 余の許認可業務になっていること

から個々の行政書士は専門的業務を見出す必要に

せまられるはずです。 このことは従来から考えら

れていることですが具体的事業として、 昭和62年

度より業務研修部が専門者制度として全道及び支

部専門者交流会議を開催し、 また昭和63年 8月に

専門的業務取扱者名簿を作成しました。 しかし理

想的な状態にはまだH 日が必要と思われます。 以

上の事業を生かしていくことは会員の皆様の熱意

と協力が必要であり、 業務研修部としては今後新

入会員研修及び一般業務研修の充実を図るため、
新たな発想をもって望みたいと考えております。

昨年は会員の皆様も ｢日本行政｣及び｢行政はっ

かいどう｣ の会報等で御承知の通り、行政手続法

制定に関する事業を全組織で取り組んで参りまし

た。 経過を簡単に要約すると、 昨年 2月22日北海

道行政書士会の行政手続法の研究調査委員会が設

置され、 その後、 臨時行政改革推進審議会の公正

e透明な行政手続部会、 昨年 7月26日第 1次要綱

案ができ、 その要綱案に関し北海道行政書士会の

行政手続法の研究調査委員会は 9月19日に臼行連

　　　 　 　　　 　 　　
に意見書を提出し~ 日本行政書士会連合会は10月

2 日に同部会の角田部会長に提出。 これが一連の

経過ですが、 古くは昭和39年は第 1次臨時行政調

査会において~ 統一的な行政手続法制定の必要性

が提唱されていました。

行政書士として~ 今後依頼者との関係において

行政手続法を充分に理解する必要があると考えら

れます。従って業務研修部としては行政手続法の

研修を実施するべく計画しております。 各支部を

通じて案内されると思いますので、 その際は認識

を深めて頂くため御参加下さるようお待ちしてお

ります。

行政書士制度発展には会員の皆様の協力を得な

がら組織として出来る限りの事業展開を図り、 部

員一同で努力して参りますので、 会員の皆様の御

支援を願い業務研修部からの年頭のごあいさつと

します。
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年 頭 所 感

　 　

新年あげましておめでとうございます。 輝かし

い新春を迎え、 会員の皆様方には、本年もまた希

望と決意に満ちて業務遂行等にそれぞれ計画をお

持ちのことと拝察申し上げます。
1 年の経過は年令のせいにもよるでしょうが、

まさに ｢光陰矢の如し｣、 走馬灯の如く過ぎ去る

ことを昨今痛切に感じるようになりました。 今は

ただ時間がほしい。 読みたい本も多くある、健康

保持から運動もしたい、 旅行もしたい、 時間に貪

欲になった今日この頃です。本年は時間の計画的

配分と生産性について心してみたいと考えており

ます。 会員の皆さんは如何でしょうか。
さて、 監察部活動でありますが~ R 行連で全国

一斉に展開している ｢許認可手続無料相談、 にせ

行政書士排除月間｣ も本年は第15回目を迎えるこ

ととなりました。 検討事項となっていたこの運動

のタイトルも ｢行政書士制度強調月間｣ が最もふ

さわしいとの意見が多く、新年度から変更の予定

盡讓 佐々 木 英 寿蓼
とか。名は体を現わすとすれば呼称の変更も結構

ですが、 問題は中身であると思います。 臼行連自

体はそれなりの効果を上げておりますが、 本会の

場合は広範な地域性から種々問題を抱えており、
その解決策に頭を痛めているのが本会でもあり、
各支部でもあります。不在行政書士地域の問題、
他士業の職域侵害、諸団体の行政書士法違反の疑

い等 、々 調査権 (捜査権) がないことから監視の

目を休めることができません。 機会あるごと ｢会

員--人ひとりが監察部員｣ と力説しておりますが、
その実態把握は実に困難であります。 そしてその

実態把握と確たる証拠がなければ告訴告発も出来

ない状況であります。

本年はこれ等を踏まえ、 そして監察担当者協議

会で論議された問題を、 出来ることから着実に実

行していく姿勢で取組んで参る所存であります。
昨年に況して皆様方の御助力をお願い申し上げ、
年頭のご挨拶といたします。

●

◎

行政手続法研修会の開催案内について

このことについて、 ｢公正 ･透明な行政手 記

続部会｣ は、 11月29日、 行政手続法の制定を i. 日 時 平成 4年 2月 7 日 (金)

求めるとともに、 同法案要綱をまとめ、審議 午後 1時 ~午後 4時

会長へ答申されました。 2. 場 所 札幌市中央区北 4条西 7丁目

ついては、 最終部会案を基に、 東京大学法 北農健保会館 3l3号室

学部宇賀克也助教授にご来札をお願いし、 右 電 話( 011 ) 26l - 3 2 7 0

記のとおり講演をして頂くことになりました 3. 講 師 東京入学法学部助教授

ので、 お知らせしますとともに会員で当日受 宇賀 克也 氏

講を希望される方がおりましたら、 支部を経 本会 ･行政手続法調査研究会

申して申し込んで下さい。 委 員 米倉 博 氏

4. 講義主題 行政手続法について
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係
る
貸
付
金
の
う
ち
床
面
積
が
一

二
五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
--五
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
る
新
築
住
宅
に
係
る
も
の

(四
、
五
及
び
八
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

個
人
住
宅
資
金
貸
付
け
に
係
る
貸
付
金
の
う
ち
床
面
積
が
一

二
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
新
築
住
宅
に
係
る
も
の

(四
、
五
及
び
八
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

筬

付

金

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
六

･
一
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
ニ
ハ
五

% 当
初
期
間
に
つ

き
、
年
玉
ニ
ハ
五

% 当
初
期
間
に
つ

き
、
年
玉
･
二
%

改
正
後
の
利
率

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
÷◇

四
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
九
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
九
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
四
%

改
正
前
の
利
率



一
七

ニ
ハ

一
五

一
四

一
三

一
二 = 一O 九 八 セ 六 五

住
宅
の
改
良
に
係

る
貸
付
金

宅
地
の
造
成
に
係

る
貸
付
金

店
舗
等
の
建
設
に
係
る
貸
付
金

関
連
利
便
施
設
の
建
設
又
は
関
連
公
共
施
設
の
整
備
に
係
る

貸
付
金

,

幼
稚
園
等
の
建
設
に
係
る
貸
付
金

民
間
分
譲
住
宅
貸
付
金

公
的
分
譲
住
宅
貸
付
金

民
間
賃
貸
住
宅
貸
付
金

公
社
賞
貸
住
宅
貸
付
金

個
人
住
宅
資
金
貸
付
け
に
係
る
貸
付
金
の
う
ち
自
ら
居
住
す

る
た
め
主
と
し
て
そ
の
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
住
宅
以
外

に
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
の
住
宅
の
建
設
又
は
購
入
に
係
る

‐も
の

個
人
住
宅
資
金
貸
付
け
に
係
る
貸
付
金
の
う
ち
二
世
帯
が
同

居
す
る
住
宅
の
建
設
又
は
購
入
に
係
る
も
の

個
人
住
宅
資
金
貸
付
け
に
係
る
貸
付
金

八̂
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

個
人
住
宅
資
金
貸
付
け
に
係
る
貸
付
金
の
う
ち
親
族
の
居
住

の
用
に
供
す
る
た
め
自
ら
居
住
す
る
住
宅
以
外
に
住
宅
を
必

要
と
す
る
者
の
住
宅
の
建
設
又
は
購
入
に
係
る
も
の

改
良
後
の
床
面
積
が
一
五
五
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
住
宅
の
改
良
を
行
う
者

等
に
対
す
る
貸
付
金

地
方
住
宅
供
給
公
社
等
以
外
の
者
に
対

す
る
貸
付
金

地
方
住
宅
供
給
公
社
等
に
対
す
る
貸
付

金 地
方
公
共
団
体
、
土
地
開
発
公
社
、
土

地
区
画
整
理
組
合
等
以
外
の
者
に
対
す

る
貸
付
金

地
方
公
共
団
体
等
の
出
資
に
係
る
法
人

及
び
土
地
区
画
整
理
組
合
に
対
す
る
貸

付
金

地
方
公
共
団
体
等
及
び
土
地
開
発
公
社

に
対
す
る
貸
付
金

年
十全

一
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
ニ
ハ
五

%当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

二ハ
ム

%

年
五
･
六
五
%

年
六
･
八
%

年
六
･
四
五
%

年
五
･
九
五
%

年
六
･
八
五
%

年
六
･
0
%

年
六
･
0
%

年
六
･
八
五
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
二
%

当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

▲ハ
.
一
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
三
%

当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

ムハ
リ
-
%

年
玉
･
二
%

年
六
･
三
%

三
一
(三
六
)
年

以
後
の
期
間
に
つ

き
、
年
六
･
二
%

当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

▲ハ
.
-
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
六
･
一
%

年
六
･
四
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
九
%

当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

▲ハ
.
四
%

年
五
･
九
%

年
七
の
二
五
%

年
ムハ
リ
六
五
%

年
六
･
二
五
%

年
七
･
三
%

年
六
･
三
%

年
÷̂
◆
三
%

年
七
･
三
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
玉
･
四
%

当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

▲̂
◆
四
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
四
%

当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

一ハ
.
四
%

年
五
･
四
%

年
六
･
六
%

三
一
(

以
後
の

き
、
年

当
初
期
爾
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

六
･
四
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
六
･
四
%

一天
)
年

拗
閻
に
つ

さ

五
%

●◎



一一四
一
一三

ニ
ニ

二
一

二
O

一
九

一
入

平
成
七
年
度
末
ま
で
の
間
に
行
う
特
別
割
増
貸
付
金

住
宅
積
立
郵
便
貯

金
者
及
び
住
宅
宅

地
債
券
を
引
き
受

け
た
者
に
対
す
る

割
増
貸
付
金

特
定
中
高
層
耐
火

建
築
物
等
の
建
設

又
は
購
入
に
係
る

貸
付
金

施
設
建
築
物
等
の

建
設
又
は
搬
入
に

係
る
貸
付
金

宅
地
防
災
工
事
に
係
る
貸
付
金

地
す
べ
り
等
関
連
住
宅
の
建
設
等
に
係
る
貸
付
金

災
害
復
興
住
宅
に
係
る
貸
付
金

そ
れ
以
外
の
者
に
係
る
割
増
貸
付
金

特
定
の
住
宅
宅
地
債
券
引
受
書
に
係
る

割
増
貸
付
金
で
二
又
は
三
の
住
宅
に
係

る
も
の

特
定
の
住
宅
宅
地
債
券
引
受
者
に
係
る

割
増
貸
付
金
で
一
の
住
宅
に
係
る
も
の

住
宅
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
貸
付
金

住
宅
部
分
に
係
る
貸
付
金

住
宅
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
貸
付
金

住
宅
部
分
に
係
る
貸
付
金

(自
ら
居
住

す
る
た
め
施
設
建
築
物
を
購
入
す
る
者

に
対
す
る
貸
付
金
を
除
く
。)

年
六
･
二
%

年
六
･
一
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
六
五

%当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

六
･
一
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
六
%

当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

六
二
%

年
六
･
八
五
%

年
六
二
一%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
六
二
一五

%当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

六
･
五
五
%

年
六
･
一
%

年
六
･
0
%

年
五
･
二
%

年
五
･
0
%

年
六
･
五
%

年
六
･
四
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
五
･
九
%

当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

六
･
四
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
玉
･
九
%

当
初
期
間
後
の
期

問
に
つ
き
、
年

六
9
四
%

年
七
･
三
%

年
六
･
四
五
%

当
初
期
間
に
つ

き
、
年
六
･
四
五

%当
初
期
間
後
の
期

間
に
つ
き
、
年

▲◇

七
五
%

年
六
･
四
%

年
六
･
三
%

年
五
･
四
%

年
玉
･
二
%

●

2

産
業
労
働
者
住
宅
の
建
設
に
係
る
住
宅
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
貸
付
金
の
利
率
を
引
き
下
げ

る
こ
と
と
し
た
。
(産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
,

利
率
及
び
欖
還
期
間
を
定
め
る
政
令
及
び
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
第
三
条
関
係
)

3

特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
農
地
所
有
者
等
が
当
該
農
地
を
転
用
し
て
分
譲
住
宅
を
建
議
す
る
場
合
等
の
住
宅
金
融

公
庫
の
貸
付
金
の
利
率
を
年
六
･
八
%
か
ら
年
六
･
六
五
%
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。
(特
定
市
街
化
区
域
農
地

の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
施
行
令
第
三
条
関
係
)

4

改
正
後
の
利
率
は
、
住
宅
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
三
年
一
〇
月
三
〇
日
以
後
に
資
金
の

貸
付
け
の
申
込
み
を
受
理
し
た
も
の
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

中
小
企
業
者
等
以
外
に
使
用
さ
れ
て
い
る
産
業
労
働
者
の
居
住
の
用

に
供
す
る
住
宅
に
係
る
貸
付
金

中
小
企
業
者
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
産
業
労
働
者
の
居
住
の
用
に
供

す
る
住
宅
に
係
る
貸
付
金

貸

付

金

年
六
･
五
%

年
六
･
0
%

改
正
後
の
利
率

年
六
･
八
%

年
六
･
三
%

改
正
前
の
利
率



通勤手当の非課税限度額の引上げについて
< 平成 3 年静月 >

回 今回の改正では、交通機関利用者及び通勤距

離が片道25キロメートル未満の交通用具使用者

についての改正は行われていません。

このたび、所得税法施行令の改正が行われ、交

通用具を使用している給与所得者の通勤手当の非

課税限度額の一部が次のように引き上げられまし

た。

改 正 後 改 正 前

通勤距離が片道26キロメートル以上

l 8, 8 0 0 円

交通機関を利用したとした場合＼

5 0' ○0 0手]] /
通勤距離が片道25キロメートル以上

1 4, 6 0 0 円

交通機関を利用したとした場合＼

5 0, o o o 円

通勤距離が片道25キロメ ートル以上
35キ ロメ ー トル 未 満

1 4, 6 0 0 円

(交通機関を利用畜と託ち觜合)

●

1, この改正後の非課税限度額は、 本年 4月 1日 の精算は、年末調整の際に行うことに なり ま

以後に支払われるべき通勤手当 (同臼前の通勤 す。

手当に対する差額支給分を除きます。) につい 税 務 署

2. 既に支払われた通勤手当のうち~ 課税対象と 詳しいことについては~ 税務署の源泉

て適用されます。 ; { ^レー御7
　　

　視
と J

なっていた金額について、新たに非課税とされ 所得税担当におたずねください。
る部分の金額が生ずることとなった場合の税額

ね、章額湛匍製砦傘章鷁T脳飼笈マM傘蟹凝章紘掘鑑濁卒章蟹武噂舵爺爺森唯壺駐ぬ鉈俶鯉黛知舗窟鯉噂肇申ぬ式璋酩章巫査唯蜂窓章X飼&ぬ騒韓玲弍弍傘窃舞岡ヰ駐

競争入札参加資格申請の受付
< 北 海 道 >

平成 4 年度に道が発注する工事 ･設計 ･製造 ･

物品の購入などに係る競争入札に参加を希望され

る方の資格審査の申請を次のとおり受け付けます。
なお、平成 3年度の有資格者 (共同企業体を除

く。) は、 申請の必要がありません。
1. 申請書の受付期間

第 1回 1月16日(木)から l月27日(月)まで

第 2回 2月 6 日(木)から 2月17日(月)まで

2. 申請書の受付場所

皿 主たる営業所が道外にある方は、 土木部管

理課、 出納局物品管理課、 その他関係部関係

課

(2) 主たる営業所が道内にある方は、 その所在

地を管轄する支庁の地方部会計課 (印刷物の

製造または物品の購入について申請する方の

うち、 主たる営業所が札幌市にある方は出納

局物品管理課)、 その他関係部関係課

3. 問い合わせ先

道庁土木部管理課 (會 01十三 231 - 4 l u

内線 28 一 16 )

~ 14 一



･･札幌市地域振興部窓口から……………

｢諸証明の電翳讓獣罰

謹啓、初冬の候、貴台におかれましてはますま

す御清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃、 証明事務につきましては、 格別の御配慮

を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、 本市では~ 明年 1月 4日から全区役所及

び出張所にファクシミリを設置 し、 諸証明は~ 本

籍地及び住民登録地に関わりなくどこでも (9区

役所及び 3出張所) 発行する体制となります。

つきましては、 この様な体制になること及び自

治省並びに法務省から電話予約制度による交付請

求は、 適当でないとの指導通知等もあり、 本庁窓

n 課で実施して参りました諸証明の電話予約制度

は、 明年 1月 4 臼から廃止いたしますのでお知ら

せいたします。 今後とも特段の御協力をお願い申

し上げます。

を防止するため特殊な用紙を採用します。

※戸籍膳 ･抄本などの認証印は従来どおり朱色で

表示し、不正複写防止用紙は採用いたしません。

追 伸

証明書をどこの区役所でも発行

すでに実施している住民票の写しと同様に、
印鑑登録証明書および戸籍謄抄本などについて

も、所管区以外の区役所でも取り扱うこととし

ます。

平成 3 年の業務に係る
年計報告の提出について

< 総 務 部>

平成 3年の業務に係る ｢年計報告｣ の用紙を同

封しましたので、 3月31日まで必ず提出して下さ

い。(ただし、 平成 3年中に入会した会員は報告す

る必要はありません。

[証明書用紙の鶴 雪 司

●

札幌中では~ 市民サービスの向上を図るため、

印鑑登録や印鑑登録証明書の発行を~ 平成 4 年 1

月 4 日からコ ンピューターを使って処理すること

になりました。

これに伴い、 次のとおり証明書の用紙等を変更

いたしますのでご案内いたします。

記

l. 電子公印の採用

印鑑登録証明書および住民票などの認証印は

電子公印を採用し、黒色で表示いたします。

なお、 印鑑登録証明書などでも手処理で作成

する場合は、認証印は従来どおり朱色での表示

となります。

2, 不正複写防止用紙の採用

電子公印の採用に伴い、 印鑑登録証明書およ

び住民票などの証明書は不正複写による改ざん

ご せ い 雲

支部名 会員番号 氏 名 死亡年月日

札幌(手) 2,829 長谷川 豊 3 1 2. 2

札幌(西) 482 沢田 氷茂 3.12 8

ここに謹んで、 ご冥福をお祈

｢
表紙のことば

札幌支部会員 朝田 慶三
(蒼騎会会員)

初冬の円山公園はすっかり木々が落葉し

て、 静寂そのものである。画書きとして色

, 彩の少ない冬期のモチーフをきらう傾向が

多いが、 私はそう思わない。冬は冬なりの
色彩があり、 特に樹間をとおしての陽光の

- 蔭影が夏には見られぬ良さがある。 今年の

えとにあやかりモとキーファミリーを描写

し蓋物
み夏諸ふ塾竣孝の釜と斗っ嬰 ◇“し

　　　 　　　 　 　　

表紙のこと

札幌支部会員 朝田 慶三
(蒼騎会会員)

かり木

一 15 -



(留萌文部)

湾岸戦争で世界の検察官となった米国が、 もし

も~ 日本の米市場政策に経済制裁を発動し、 国連

を動かして ｢日本に食料を売るな｣ と呼びかけた

ならどうなる ? まさかと思うが~ 幕張メッセの

米国産米撤去事件はブッシュ大統領のファイトに

再び火をつけた。 日本は果たして一粒も外国より

米を輸入していないのだろうか、 年間 5 万トンを

外食産業で消費しその種類は長粒種のインディカ

である。 ところが、 いまパリで ｢イタリア ･コシ

シカリ｣ という米を売っているそうだ、 イタリア

では米も作るが料理にも使う。 乙れは文化だ。
米国はイタリアの何倍も米を作るが、 内需はア

ジア系の人か、 健康食としてのスシのブームぐら

いだろう。 栽培したのも後発、 気候風土の関係で

収穫も不安定、 輸出目当ての産業である。貿易不

均衡~ 農政の過保護と言うならばまあ買ってあげ

て、 世界の飢餓地域に直接送り、 海外協力隊員の

手で人々に渡 したら良いと思う。 その国の政府に

渡 したのでは、 途中で消えてしまったり、 輸送が

できず終わることの無いように監視の必要がある。

出来るなら送って喜ばれる種類のものを食べさせ

てあげたい、 直接日本人の手で彼等の手に必ずし

も米国産で無くても良いのである。米は90% 以上

をア ジアで産し、 人類の50 % の主食である。 原産

はアッサムから中国の雲南あたりで日本に入った

のは縄文の末期であるとされている。 別に、 アフ

リカ稲とよばれる野生種が紀元前15世紀ごろから

西アフリカにあった、 lo世紀頃アラブ人がアフリ

カにアジア稲を伝えたとか、 種の分布の伝播に諸

説があるが~ 現在の栽培種は殆んどアジア稲らし

いo

日本では減反までして生産の調整をしている、

日本の食料の自給率は ｢血相を変えて作っても米

だけで45 %、 その他合わせて約75 % である。 世界

最大の食料輸入国である日本を米国はいじめるの

だろうか~ それでは、 日本はアジアの米輸出国か

ら買ってこれらの国々を援助したらいい~ それを

やったら米国はなんとしよう、 おそらく世界のト

ップを自認する、 この間の威信に係わる重大事と

意識しR 米摩擦に油を注ぐことになる。 文明は普

遍、 文化は固有。 日本の田植えも米国農業の影響

で機械化し、 ｢粒々辛苦の手工芸晶｣ などと言い

にくくなったけれど、 瑞穂の国の美田は、文化財

だと思う。今は海上自衛隊が万里離れたペルシャ

湾で、掃海作業をしていることを、 充分認識しな

ければならない時代でもある。 それにしても、 湾

岸戦争は今までの世界史上に全く無かった戦いで

あった。臼本政府の対応が遅すぎる。 国民の選ん

だ闇会議員とはなんなのだろうか ?

雲仙岳噴火に対する対応ほどうなっているのだ

ろうか、 湾岸戦争の時と同じではないか ? 民間

が立ち上がっているのに、 まだもそもそして為す

べきことも出来ないでいるではないか。 今は惜 し

さと空しさを強く感ずる。
稲の話がとんでもない方向に飛んでしまったが、

我々の身近に発生する事柄もこの国の世界におけ

る位置付けとおおいに関係があることは確実なの

である。

入梅時期には、 田園はこの雨で一層緑が美しい、
これも自然の恵みである。

fさみだれを あっめてはやし最上川｣

この風情が、 この国の自然なのだ。

′------------- -- ----------------------- - - -- ---

◎



北海道行政書士会会則施行規程のE部改正
(事務局の組織)について

◎

平成 3 年12月 6 H 第 4回理事会で、事務局の組

織について審議のうえ承認され、次のように一部

改正~ 平成 4年 1月 1日から施行することになり

ました。

◎…改正項目…④

･事務局の組織について規定化したこと。

･扶養手当の{珊及ぴ 5の表現が不適切のため修

文したこと。

･退職手当の支給割合を ｢自己都合｣ と ｢定年

･勧奨｣ とに区分したこと。

なお、 事務局の職務分掌についても変更しま

したので、 併せてお知らせします。

北海道行政書士会会則施行規程

の一部改正

第 9 章

第 l節

部及び事務局

業務及び組織

(事務局の運営)

第83条の 2 会則第81条に定めるところにより、

事務局長は~ 会長の命を受け、 事務局の事務を

掌理し、 事務職員の指揮監督する。

事 務 局 の 職 務

職 名 職 員 名 分 掌 事 務

事務局長 菅原 幸二 事務局全般を総括し、 職員を指揮監督する。

事務局次長 加地 毅 局長を補佐し、事務局の事務を整理する。 =企画、業務研修~ 監察各部の事務を処理
する。 珍事中訓ッiハリ ‐ も気 -

胤ん'‐/ ;'-‘ ] ｢ への事務を処理する。

主 査 白布 和平 上司の命を受け、 (1)総務、 経理各部の事務を処理する。ヒ…- ^ ^ ムシず吻し .｣ソ
る。 (3)行政書士登録の事務を処理する。

専務職員 出村 幸恵 上司の命を受け~ ①収入及び支出の経理事務を掌理する。 (2)会費収納事務を掌理する。

同 上 小林 貞子
上司の命を受け、 (1)庶務事務を掌理する。 (2町政書 L女史ャ~ " ひ事務を亭三ヅる。
圏物資あっせんの事務を掌理する。

2 事務局に事務局次長を置く。 次長は、 局長を

補佐し、 事務局の事務を整理する。

3 事務局の組織に、 次の職を置き、 事務局の事、

務を処理する。

= 主 幹

屹) 主 査

(判 事務職員

第 4節 職 員 の 給 与

(扶養手当)

第 l04 条 扶養手当は~ 扶養親族のある職員に対

して支給する。
2 前項の扶養親族とは~ 次に掲げる者で他に生

計の途がなく、 主としてその職員の扶養を受け

ているものをいう。

(団 重度心身障害者

5 扶養親族者で、 所得があった場合~ 所得税法

で定める額を超えると推定されるときは、 扶養

親族としての要件を欠くものとする。

第 5節 退 職

(退職手当の額)

第 108条 退職した者に対する退職手当の額は~

A
退職のロにおけるその者の給料月額に

年男勧奨 その勤続期間に応じ、次に掲げる割合

9. 0 を乗じて得た額とする。

勤続年数 割 合 勤続年数
割 合

自己都合 !定年･勧奨自己都合 定年▲勧奨
1 年 0, 6 L o 9 年 6 7 5 l 9. o

2 年 1. 2 2 0 10 年 7 5 l lo.o

3 年 L 8 3. O 11 年 = ･ 1

4 年 2 , 4 4 . O 12 年 1 2.2

5 年 3. O 5, O 13 年 13, 3

6 年 4 . 5 6 , O 14 年 14. 4

7 年 5. 25 7･ 0 15 年 15. 5

8 年 6 ,0 8. O 16年以上 吊糾仕.ザム じ定める率

分

附 則 (平成 3年12月 6 目一部改正理事

会議決)

この規程の改正は、平成 4年 1月 = ]

から施行する。

掌



響 本会の主要行事 二
月日 行 事 名 時 間 開′催 場 所

11. 29 第 2回監察部会 10 :0 0 () 12 "0O 雪印健保会館

l1.雄 生出… ｣睾日当者協議会 13 :00 ~ 17 :0 0 同 上

11 29 行政書士登録調査委員会 u :00 ~ 1 5 00 本会会議室

12. 5 第 1回総務部会 1 3 :0 0 ~ 17 :0 0 同 上

12 , 5 第 1回業務研修部会 13 :00 ~ 17 :0 O 警察共済エルム会館

12. 6 第 4回理事会 13 :0 0 ~ 17 :0 O 雪印健保会館

…･･支部研修会開催状況…･ 注 : ( ) は通知人員

支部 月 日 場 所 研 修 科 目 講 師 受 講
者 数

研修
種別

札 幌

3.11.15 札 幌 第 一 ホ テ ル 倉庫業許可申請 北海道運輸局運航部
倉庫課係長 奉尊本 淳一

(595 )
29 般

3 4 L 22 晴ばれビル大会議室
冬繁期の雇用保険事務
手続及び冬期助成金の
事務手続

札幌公共職業安定所
得 喪 係 長 田村 正幸
適用第 2係長 太田 裕史

(鞘 )
15 メ7

3.12. 4 札 幌 第 一 ホ テ ル 偽造文書、変造文書等
のかかわり

札幌地方検察庁
刑事部長検事 大林 宏

( 592 )
51

"

空 知 3 .11. 9 ホテル ス エ ヒ ロ 民 法 (債権) その l 札幌支部
理 事 板垣 俊夫

( 107 )
l2 ノン

旭 川 3 ,lo.23 旭川市勤労者福祉会館
宅建業免許中請等及び
特別地方消費税申告要
点

上川支庁経済部建設指導課
事 伊藤 享介

上川支庁税務部課税課
関税第一係長 近藤 幸男
主 事 武藤 雅史

( 1芻 )
17 !′

室 蘭 3.1 1.30 室蘭中小企業センター 戸 籍 (相続)業 務 室蘭文部
理 事 土井 御

(50 )
12 ノン

釧 路 3 1L 30 釧 路 市福 祉 会 館 新借地借家法 弁 護 士 稲沢 優 ( 57 ) 13 れフ

勝編集後記剣 人手不足と言われて久しい。景気の
後退感とともに労働力需給も多少緩和されることになる
かもしれないが、 日本の労働力不足は出生率低下の問題
も含め、 すでに構造的なものであり、 将米にむけて好転
するとは考えにくい。労働者派遣事業法は労働力の供給

側である女性を中心とした勤務形態やライフスタイルが

支持され、また企業側も人手不足の解消や業務の効率化

などに対するニーズにマッチした事 もあって~ 法制定以
来、飛躍的な成長を遂げている。
ロ本の社会は~ 労働者ひとりひとりの労働時間の短縮

へと動いているが、 しかし社会的労働量は確実に増大し

ているのが現実である。
行政書士の行う業務と知的サービスは~ これからの日

本の経済社会における上記のような問題を解決する一つ

の大きな機能となるはずだし~ またならねばならないこ

とだと確信する。われわれの業務を派遣とは異なる高度

な対事業所サービス業と位置づけるならば、北海道行政

書を会員 1,523名をもってしても、とても対処出来ない

だけの業務が新たに創出されるはずである。朝田、河上、
山本の優秀な編集委員とともに、 皆様のご健康とご発展

を祈りながら大きなヴィジョンをもって新年を迎えるこ

ととしたいo G企画部会報担当理事 佐藤 良雄)

●
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日政連北海道支部長 日向寺 正 幸
新年あげましておめでとうございます。

会員の皆様には、 旧年中、 政連活動に格別のご

協力を賜りまして誠に有難うございました。 お蔭

様で政達活動も概ね予定どおり推移しております。

ご承知のとおり本年は参議院議員の選挙が控え

ており、 私共行政書士に対しご理解とご協力を戴

ける方々の推せん活動を展開中であります。懸案

の行政書士法の改正についても~ 議員立法の建て

前から議員の皆様のご協力を戴かなければなりま

せん。 政治活動の原点もことにあるわけです。

そして、 いつも御願い申し上げているように、

政述活動に必要な財源は、 会員皆様の会費によっ

て賄われているわけですから、 会費納入が遅れる

と当支部の活動に支障をきたすことになり、ひい

ては日政連活動にご迷惑をかけることになります。

残念ながら当支部はこれに該当しており~ これが

解消のために苦慮してきたところでありますが、

会員皆様の特段のど協力により昨年中に滞納分の

半分を納入することができ、 残余については本年

度中には解決したいと考えておりますので、 何卒

会員皆様の特段のご配慮を賜わりますよう重ねて

御願い申しあげる次第であります。

年頭から御願いに終始いたしましたが、新年に

あたり、 会員皆様方のご多幸ご繁栄をご祈念申し

あげますとともに行政書士制度発展充実のために

臼政連に対する一層のご支援ご協力を心から御願

い中しあげ、 ごあいさつといたします。
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